
制服，運動着等の取扱に係る協議の流れ 

１ 制服について 

協議①          結論①             協議②         結論②           協議③          結論③ 

 

 

 

 

 

 

２ 運動着について 

     協議①          結論①             協議②         結論②           協議③          結論③ 

 

 

 

 

 

 

３ 通学カバンについて 

     協議①          結論①              協議②        結論②          協議③           結論③ 

 

 

 

 

 

 

□必要  

  ⇒制服を採用  

□自由  

  ⇒制服，私服等どちらも可  

□不要  

 ⇒私服等（制服以外）を採用  

制服のデザイン 

※ジェンダーレス 

対応要検討  

□現行のデザインを採用  

□新しいデザインを選定  

・着用学年  

・移行期間の有無  

         年生から着用  

                
制服の必要性  

（夏服含む） 

選定方法等については次回の会議で協議  

□必要  

  ⇒指定運動着を採用  

□自由  

  ⇒指定品，市販品どちらも可  

□不要  

 ⇒市販のジャージ等を採用  

指定運動着  

のデザイン 

□現行品（5 校）の中から 

選定  

□新しいデザインを選定  

・移行期間の有無                      

指定運動着  

の必要性  

・現行品とする場合は，次回の会議で協議・選定  

・新たに選定する場合は，方法等を次回の会議で協議  

□必要  

  ⇒指定カバンを採用  

□自由  

  ⇒指定品，市販品どちらも可  

□不要  

 ⇒市販品を採用  

指定通学カバン 

のデザイン 

□現行デザインを採用  

□新しいデザインを選定  

・使用学年  

・移行期間の有無  

         年生から使用  

指定通学カバン 

の必要性  
                   

選定方法等については次回の会議で協議  
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